
マイナンバーカードに関する窓口の開設について

　国民年金保険料（以下、年金保険料）の免除、若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、
年金保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）の受取額が少なくなります。将来
受け取る老齢基礎年金を増やしたい場合は「追納制度」をご利用ください。
　追納制度とは、免除・猶予などの承認を受けた期間の年金保険料は10年以内であれば遡って古い月分から納
める（追納する）事ができる制度です。（一部免除（年金保険料の減額）の承認を受けた期間は、承認後の納付す
べき年金保険料が納付されていなければ追納はできません）
　ただし、その承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の年金保険料額に一
定の加算額が上乗せされますのでご注意ください。

　マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新の手続きについて、マイナンバーカードの専用窓口を開設
しています。窓口は完全予約制です。平日（月～金曜日）８時30分から17時15分までに電話にて予約をお願い
します。また、下記の日程で休日窓口を開設します。

マイナポイントの申し込みはお早めに！
　「マイナポイント※」の申し込みは、令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した人が
対象です。申込期限は令和５年９月末ですが、申込期限が近付くにつれてマイナポ
イント申込サイトや申込支援窓口の混雑が予想されるため、早めに手続きをしてく
ださい。
　町役場にマイナポイント申込支援窓口を開設していますので、お気軽に利用ください。

【カードの受け取り、電子証明書の更新】

　マイナンバーカードの申請および暗証番号の再設定は住民環境課にて受け付けします。平日（月～金曜日）８
時30分から17時15分までにお越しください。カードの申請および暗証番号の再設定は予約不要です。
注）システムメンテナンスのため、４月29日（土）～５月７日（日）において電子証明書の発行・更新・暗証番号
の再設定などの業務は一時停止となります。
　また、カードの申請はオンライン申請が便利です。スマートフォンやパソコンなどを使って既に送付されて
いる個人番号カード交付申請書のQRコードを読み取り、マイナンバーカードオンライン申請サイトにアクセ
スし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナンバーカードの交付申請をすることが
できます。詳しくは「QRコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろう！ https://mynumbercard.-
soumu.go.jp」をご覧ください。

【カードの申請、暗証番号の再設定】

【マイナンバーカードの交付に関する手続きについて】
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国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある人へ　～追納制度～

※必ず本人が窓口にお越しください。
　なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※カードの受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以内および数字
　４桁）を決めておいてください。

※マイナンバーカードを所持している人を対象に、お手持ちのキャッシュレス決済サービスを指定して申し込みいた
だくことで、最大20,000円分のポイントが国から付与される事業です。

●５月休日窓口開設日

次回の休日窓口開設日は、　６月10日（土）・11日（日）・24日（土）・25日（日）です。

開設日　５月13日（土）・14日（日）・27日（土）・28日（日）　　　受付時間　８時30分～ 17時まで

●持ち物 ＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは
　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類
＜電子証明書の更新＞　マイナンバーカード

予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町のホームページでご確認ください。

広報ようろう　2023.5.1 10




